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令和 6年 4月１日改訂 

スター保育園重要事項説明書 

 

（１）運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称  社会福祉法人愛心会 

事業者の所在地  兵庫県神戸市北区鹿の子台北町 3 丁目 2 番地 24 号 

事業者の連絡先  078-951-1152 

代表者氏名  理事長 飯田 徹 

 

（２）保育所の概要 

種別     保育所 

名称     スター保育園 

所在地     西宮市荒戎町 6 番 1９号 

連絡先    （電話番号）0798-26-4152 

       （FAX 番号）0798-26-4153 

園長氏名   飯田 允子 

開園年月日 令和４年４月１日 

利用定員   ０歳児 ６人、１歳児 ９人、２歳児 ９人、３歳児 １２人、  

４歳児 １２人、５歳児 １２人、合計 ６０人 

 

～当園の基本理念・方針～ 

【保育の理念】 

 社会福祉法人 愛心会の運営するスター保育園は、保育所保育指針に基づき保

育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、子どもの健やかな成長が図

られるよう適切な環境を考え、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対

する子育て支援を行うことを目的とする。 

  「星さんは見えない時でも輝いているんだよ」 

子どもたちは誰もが、いつの世も、未来を担うべく希望の星として、大切に育

てられるべきである。またその大切な星たちもそれぞれの個性、感性を持ち、影

響を与えあいながら成長している。 

 職員は豊かな愛情をもって保育にあたり、伸び育とうとしている子ども一人ひ

とりを見つめ続け、目には見えなくても、生まれつつある個性や能力の芽を大切

に育て、児童の処遇向上のため知識の習得と技術の向上に努める。 
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【保育の基本方針】 

 保育の基本方針は、「保育所保育指針」に依拠して、職員が保育に臨む基本的姿

勢にあっては、子どもや家庭に対してわけへだてなく保育を行い、人権を尊重し

プライバシーを保護することを第一義とする。また、常に児童の最善の幸福を願

うために保護者から意見や要望があれば真摯に傾聴し、不明な所があれば平易に

説明をして、よりよい保育の為に努力研鑽することを基本とする。 

    子どもの安全とよろこびを最優先に考えています。 

 スター保育園は、子どもの心身共に大きく育っていくすべての可能性を最大限

に活かし、明日を担う星の子をモットーに、温かみのある、質の高い、安心でき

る保育を実施します。一方的に教え込むのではなく、保育生活の中で、子どもの

視点を大切にした指導を実現することにより、人間関係、探求心、創造力、相互

愛などを身に付けていき、自らの力で豊かな感性、個性を発揮・発達させていけ

るよう、子どもたちをサポートしていきます。 

保育目標《いのちを大切にする子ども》 

・人の気持ちがわかる子ども 

・自分で見て考え、自分のことばで言う子ども 

・豊かに感じ取り、表現する子ども 

・助け合い、力を合わせる子ども 

・人や物とのかかわりを喜ぶ子ども 

上記５つは相互に関連し結び合い、保育の場ではどれ一つ突出しないよう、またど

れ一つ欠けることのないように、子どもの育ちを見守り育てます。 

（保育目標） 

   0 歳児  個々の生活リズムを重視し、生理的・依存的欲求を満たし、情緒

の安定を図る。 

  １歳児   安心できる保育者との関係の下で自分でしようとする気持ちの

芽生えを促す。   

2 歳児  簡単な身の回りの活動を自分で行い、生活や遊びの中で言葉のや

り取りを楽しむ。 

   3 歳児  身近な環境に興味を持ち、自分から関わり、生活を広げていく。 

   4 歳児  保育者や友達とのつながりを広げ、集団で活動することを楽し

む。 

   5 歳児  一つ一つの遊びや行事を通して友だちとの関わりを深め、共通の

目標に向かって取り組むことで、助け合うことの大切さに気付き、

達成感を味わう。 
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（３）施設の概要 

敷地 敷地全体面積 463.67 ㎡ 

 園庭面積 178.24 ㎡ 

園舎 構造・延床面積 鉄骨造３階建・676.5７㎡ 

（４）主な設備の概要 

設備 部屋数 備考 

乳児室 1 室 0 歳児室 

ほふく室 1 室 1 歳児室 

保育室 4 室 2 歳児～5 歳児室 

遊戯室、沐浴室、調理室 

調乳室、医務室、事務室 

相談室、保育士休憩室 

1 室  

便所 4 か所 （大 7 器、小 5 器、乳児用 1 か所） 

職員用便所 ４か所 （大４器、小 0 器） 

 

（５）職員体制（令和６年４月１日 現在） 

施設長         常勤１人 

主任保育士       常勤１人 

保育士          常勤１３人 非常勤３人 保育補助２人 

栄養士      委託 

調理員           委託 

用務員      １名 

嘱託医（小児科）  非常勤 1 人 

嘱託医（耳鼻科）  非常勤 1 人 

嘱託医（眼科）    非常勤 1 人 

嘱託歯科医     非常勤 1 人 

 

（６）保育を提供する日及び時間並びに提供を行わない日 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 保育標準時間 午前 7 時 00 分～午後 6 時 00 分（１１時間） 

        保育短時間 午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分（８時間） 

 

延長保育 保育標準時間外延長        朝： 時～  時 

                              夕：6 時 00 分～7 時 00 分 

        保育短時間標準時間内延長 朝：午前 7 時 00 分～8 時 30 分 

                              夕：午後 4 時 30 分～6 時 00 分 
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開所時間 月～金曜日 午前 7 時 00 分～午後 7 時 00 分 

        土曜日    午前 7 時 00 分～午後 7 時 00 分 

休業日   日曜日・祝日 

        年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

（７）台風接近等に伴う対応について 

〇「大雨・暴風警報など」通常の気象警報が発令された場合 

・保育を実施しますが、子どもの安全確保に万全を期すため、家庭での保育が可

能な方は家庭での保育をお願いします。 

・状況によっては保育園からお迎えをお願いする場合がありますので、すぐに迎

えに来られる体制を取っておいてください。 

・公共交通機関や電気・ガス・水道などのライフラインに相当な被害が予見され

る場合は、避難行動をとる可能性が高いため、勤務等やむを得ず保育を必要と

する方のみの受入れとします。 

 

【本市に「特別警報」等が発令された場合】 

＜午前７時現在＞ 

〇気象庁より「特別警報」が本市に発令された場合は「臨時休園」とします。 

また、「特別警報」が解除された場合でも、当日は「休園」とします。 

 

〇西宮市より「高齢者等避難」（警戒レベル３）や、「避難指示」（警戒レベル

４）、「緊急安全確保」（警戒レベル５）が当該地域に発令されている場合は、避

難を開始する必要があるため「臨時休園」とします。 

※臨時休園後、発令が解除された場合は、安全に配慮のうえ再開の判断を行い

ます。再開を行う場合はコドモンで連絡します。 

 

＜午前 7 時以降＞ 

〇「特別警報」や「避難指示」（警戒レベル４）、「緊急安全確保」（警戒レベル

５）が当該地域に発令された場合は、避難を開始する必要があるため、速やか

にお迎えに来てください。 

 

【補足】避難情報（警報レベル）については、西宮市防災ポータルよりご確認く 

ださい。 https://www.nishinomiya-bousai.jp/ ※気象庁、Yahoo 等で示される 

警報レベル相当はあくまで目安です。必ず市からの避難情報をご確認下さいますようお 

願いします。 

 

https://www.nishinomiya-bousai.jp/
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・避難所へ避難している場合は、保育アプリコドモンからの配信、１７１伝言板

や園内掲示にてお知らせしますので、避難所へお迎えに来ていただくようお願

いします。また、災害時園児引き渡し可能者名簿に記載されていない方が避難

所へお迎えに参りましても引き渡しできませんのでご注意ください。 

 

○電気・ガス・水道などのライフラインが停止した場合など、保育に支障をきた

す被害があった場合は休園とします。 

 

◆「特別警報」とは、予想される現象が特に異常であるため、重大な災害の起こ

るおそれが著しく大きい旨を警告する新しい防災情報です。 

 

◆「特別警報」が発表された場合、お住まいの地域は数十年に一度の、これまで

に経験したことのないような、重大な危険が差し迫った異常な状況にありま

す。ただちに市町村の避難情報に従うなど、適切な行動をとってください。 

 

（８）利用料等 

利用者負担 

（月額保育料） 
利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料） 

実費徴収 

3 歳児クラス以上児に係る主食費 月額 2，000 円 

3 歳児クラス以上児に係る副食費 月額 4，500 円 

日本スポーツ振興センター共済掛金 年額  300円 

その他 

布団リース代 月額 1，500 円 

おむつ定額利用 月額 2，508 円 

エプロン定額利用 月額 877 円 

 

 

1・2 歳児絵本代 半年分約 2，500 円 

幼児絵本代（2 冊） 半年分約 6，000 円 

 

＜在園児＿保育用品代・制服代＞ 

年齢 項目 時期 金額 内訳 

０歳児 用品 入園時 ５､１００円 おたより帳(７５０円) 

名札(800 円)名札カバー(130 円)ゴム印(３００円) 

手提げ黄カバン(５８０円)カラー帽 2 個(２２００円)

集金袋(３４０円 

１歳児 用品 進級時 １､２３０円 おたより帳(７５０円)紙粘土（4８０円） 
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２歳児 用品 進級時 ３､０８０円 おたより帳(７５０円) 

粘土セット《粘土板、ケース、ヘラ、粘土》(18５0

円)紙粘土(480 円) 

体操服 
進級時 ９､８８０円 半袖上下(6040 円)スモック(2310 円)、紺ハイソ

ックス（1530 円） 

冬季 ９､４９０円 長袖上下(7110 円)長袖スモック(2380 円) 

3 歳児 用品 進級時 6､5８0 円 おたより帳(７50 円)おどうぐばこ(７70 円)水性マ

ーカー(840 円)はさみ(5５０円)パッセル(740 円)ワ

ーク 2 冊(750 円)のり(260 円)紙粘土(480 円)画帳

(5９0 円)カスタネット(360 円)粘土(490 円) 

制服 進級時 ２５､２９０円 

(スカートは  

＋380 円) 

帽子(3390 円)ジャケット(8830 円)カバン(5410

円)シューズ(2000 円)ズボン(5660 円)スカート

(6040 円) 

４歳児 用品 進級時 ５､２３０円 おたより帳(750 円)なわとび(530 円) 

ワーク２冊(920 円)粘土(4９0 円)紙粘土(480 円) 

プレイワーク(850 円)コンテ(620 円)画帳(5９0 円) 

5 歳児 用品 進級時 ４､０００円 おたより帳(750 円）粘土(4９0 円) 

プレイワーク A(8５0 円)ワーク 2 冊（840 円） 

紙粘土(480 円) 画帳(５９０円) 

※ 金額の変更がある場合があります。 

 

○延長保育に係る利用者負担金 

項目 金額 

保育認定子どもの延長保育に係る利用者負担 30分 

（午後６時～午後６時 30 分） 

月額 2,500 円 

日額300円（上限2,700円） 

保育認定子どもの延長保育に係る利用者負担 1時間 

（午後６時～午後７時） 

月額 4,500 円 

日額500円（上限4,500円） 

保育短時間認定子どもの延長保育に係る利用者負担 

（午前７時～午前８時 30 分、午後４時 30 分～午後６時） 
日額500円（上限4,500円） 

 

（９）支払方法 

布団リース代、延長保育料、幼児給食費等の実費負担額については、毎月 20 日に登 

録口座から引き落としいたします。その他の費用については、別途連絡いたします。 
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（１０）提供する保育の内容 

児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に

基づき、当該支給認定における保育必要量の範囲内において特定教育・保育を提供し

ます。 

・延長保育の内容 

やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要と

する場合は、当該支給認定にかかる園児に対し保育の必要な範囲内において延長保育

を提供します。 

 

 

（１１）年間行事予定 

４月  入園式 

５月  春の遠足、誕生日会 

６月  個人面談、健診（眼科・耳鼻科・歯科） 

７月  七夕会、水あそび、誕生日会 

８月  お泊り保育 

９月  スポーツフェスタ、絵画展、誕生日会 

１０月  秋の遠足、誕生日会 

１１月  参観日 

１２月  キラキラ発表会、クリスマス会、誕生日会 

１月  就学前面談、観劇 

２月  節分、お別れ遠足、誕生日会 

３月  ひな祭り、卒園式 

毎月 避難訓練、身体測定、小児科健診（誕生月・半年後） 

 

 

（１２）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 

 

利用者の内定 西宮市が行う利用調整による 

退園理由 

・保育を必要としなくなったとき（卒園を含む。） 

・保護者から退園の申出があったとき 

・利用継続が不可能であると市が認めたとき 

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 

利用に当たっての 

留意事項 

園生活での留意事項を別添のしおりに記載していますので

ご参照ください。 
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（１３）給食について 

 

食事は園内の調理室で調理を行い、基本的に全日給食を提供します。まれに行

事などでお弁当をお願いすることがあります。アレルギー等への対応について

は、アレルギー疾患生活管理指導表に基づき、除去食を提供します。内容によっ

ては、お弁当持参になることもあります。 

衛生管理等においては、日々の健康管理、清掃及び整理整頓を行います。 

 

【保育所の給食】 

 ０歳児 １～２歳児 ３歳児以上 

昼食 11 時 11 時 30 分 

牛乳 10 時、15 時 1 歳児 10 時／1-2 歳児 15 時 15 時 

おやつ 15 時 15 時 

※毎月、献立表を家庭に配信します。子供の昼食の内容を知っていただくとともに

家での食事と重ならないような工夫をお願いします。また、朝食は一日の大切な

活動源となるものなのできちんと食べさせてから登園しましょう。 

※安全で新鮮な食材を園の厨房で調理し、あたたかい手作りの給食・おやつを提供

します。 

※七夕、節分など行事にちなんだメニューを取り入れます。 

 

 

（１４）健康について 

〇登園時の健康観察について 

・登園時に、子どもの体調、家庭でできたケガやあざ等について保護者からのご報告

をお願いします。それをもとに、保育中の子どもの健康観察を丁寧に行います。 

・保育中に子どもケガやあざ等に気づいた場合、確認のため保護者に連絡をさせてい

ただくことがあります。 

 

○病気や体調を崩した時について 

・登園時 37.5 度以上を目安として、発熱があった場合ご家庭でご静養ください。 

・病気やけがなどで保育園を休む時は、症状や受診の有無、受診結果を連絡してくだ

さい。 

・発熱、咳、下痢、嘔吐、発疹等は乳幼児に多い症状です。受診する際には保育園に

通っていることを伝え、集団生活が可能な状態か必ず確認してから登園してくださ

い。 
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○保育園での病気及び事故について 

・園内で発熱が見られた場合できる限り早くお迎えをお願いします。また、 

嘔吐、下痢、湿疹等が見られた場合もお迎えをお願いすることがあります。 

・保育中にケガをした場合は、医療機関受診など必要に応じてお迎えをお願いす

ることがあります 

 

 

○薬について 

・原則として薬はお預かりすることはできません。薬は「朝・夕の２回」または

「朝・帰ってから・寝る前の３回」の内服にできないか、かかりつけ医師にご

相談ください。しかし、医師が特に必要と認めたものに限って、薬をお預かり

し、保護者の代わりとして、与薬を行います。 

・アナフィラキシーなどのアレルギー対応等、緊急時に備えた処方薬が必要とな

る場合は、医師の診断に基づく「生活管理指導表」を提出してください。 

・ホクナリンテープ等を貼っている場合は、登園時に保育士にお知らせくださ

い。 

・保育園では応急処置、消毒等、必要に応じて以下の物を使用します。ご使用に

関して、ご要望などございましたら、保育士までご相談ください。 

  軟膏【ムヒ S】 

  アルコール消毒液 

・ムヒパッチは誤飲、誤食の原因になりますので使用しないでください。 

 

 

○感染症にかかった時について 

子ども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づき、以下の通

り対応します。 

・感染症にかかった時は集団生活が可能な状態に回復されましたら〔登所可能証

明書・登所届〕を持って登所してください。別紙１ 

・感染症の病気にかかった時は“登園のめやす”（別紙２）を参考に静養してくだ

さい。 

・原則、血液、便、嘔吐物で汚れた衣類やシーツ等は、二次感染を予防するた

め、保育園では洗わずにそのままビニール袋に入れて持ち帰って消毒後に洗濯

をしていただくか、処分していただくようお願いします。その際、他の子ども

の衣類が汚れた場合は、一緒に持ち帰って消毒後、洗濯していただきますよう

お願いします。 
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・水いぼ、とびひについては、登所可能証明書・登所届は原則必要ありません

が、集団生活が可能な状態であるか医師の指示を確認してください。なお、か

きこわした傷から浸出液が出ているときは浸出液が染み出ないようにガーゼ等

で覆ってください。 

・アタマジラミ（卵、成虫）が見つかった場合は、必ず保育士にお知らせくださ

い。速やかな対応のご協力をお願いします。 

 

〇乳幼児突然死症候群（SIDS） 

 睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群（SIDS）という病

気のほか、窒息などによる事故があります。SIDS は、なんの予兆や既往歴も

ないまま乳幼児が死に至る原因不明の防ぐことができない病気で、窒息などの

事故とは異なります。令和 4 年には全国で４７名の乳幼児が SIDS で亡くなっ

ており、乳児期の死亡原因としては第４位となっています。 

 SIDS の予防方法は確立していませんが、以下の３つのポイントを守ることに

より、SIDS の発生率が低くなるというデータがあります。 

① あおむけに寝かせる 

② できるだけ母乳で育てる 

③ たばこをやめる 

 

 また、保育園では睡眠中に次のようなことに気をつけています。 

 ・子どもの顔が見えるあお向け寝にする。 

 ・午睡時は部屋を離れず、表情の見える明るさを確保する。 

 ・布団は使用しない 

 ・ヒモ、ヒモ状のもの、スタイ、服、ぬいぐるみなどは置かない。 

 ・０・１歳児と入所間もない２歳児は５分ごとに呼吸状態を確認し記録する。 

 ・乳幼児体動モニターは 1 歳児クラス進級前まで使用する。 

 ・AED を設置し、園内に応急手当普及員の職員を配置し、応急手当に関する研

修や訓練を定期的に実施する。 

 

〇災害共済給付制度について 

子どもたちの安全については万全を期しておりますが、集団生活でもあり不慮

の事故が起こる場合もありますので、入所時に独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンターに加入していただきます。 

※共済期間     ４月１日～翌年３月３１日 

※保護者負担額   １人につき年間 ３００円 

※独立行政法人「日本スポーツ振興センターについてのお知らせ」は別途お配りします。 
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（１５）地域との交流・子育て支援事業 

○地域に存在する様々な人との関わりをもつことを大事にしていきたいと思って

います。 

・地域交流会への参加 

○地域の在宅家庭の子育て支援をしています。 

・園庭開放 

・子育て、発達相談 

・一時預かり 

 

（１６）緊急時等の対応方法 

入所児童に体調の急変等の緊急事態が発生した場合は、速やかに保護者の緊急

連絡先等に連絡します。また、嘱託医又はかかりつけ医に相談する等の措置を講

じます。 

保護者と連絡が取れない場合には、子供の身体の安全を最優先させ、当保育所が

関連機関と連携を取り合い、しかるべき対処を行いますので、ご理解をお願いし

ます。 

【嘱託医師】 

小児科 柴田医院 柴田 始宏 西宮市神楽町 5 番 4 号 0798-22-1060 

耳鼻咽喉科 梅岡耳鼻咽喉科 南野 尚也 西宮市田中町 5 番 10 号 0798-22-3341 

眼科 波田眼科 波田 道子 西宮市寿町 5 番 33 号 0798-23-1101 

嘱託歯科医 たくや歯科 三原 拓也 西宮市田中町 2—6 0798-34-2202 

 

【近隣の医療機関】 

総合 兵庫県立西宮病院 西宮市六湛寺町 13-9 0798-34-5151 

内科 横山クリニック 西宮市荒戎町 5-18 0798-23-6755 

耳鼻科 梅岡耳鼻咽喉科クリニック 西宮市田中町 5-10 0798-22-3341 

眼科 えの眼科クリニック 西宮市神楽町 11-27 3F 0798-23-8844 

歯科 たくや歯科 西宮市田中町 2-6 0798-34-2202 

皮膚科 はらだ皮膚科クリニック 西宮市市庭町 9-12 201 号 0798-23-4112 

外科 横山クリニック 西宮市荒戎町 5-18 0798-23-6755 
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（１７）安全対策 

非常災害に関しては具体的な計画を立て、防火管理者又は火気・消防等につ

いての責任者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、

それらを定期的に職員に周知するとともに、必ず毎月１回以上避難及び救出そ

の他必要な訓練を実施します。 

○避難訓練・・・毎月１回以上の避難訓練を実施しています。 

・想定を「火災」「地震」「津波」「不審者侵入」「水害」とし、時間帯もいろい

ろなパターンを設定しています。 

 ・「火災」「地震」「津波」「水害」では、以下を避難場所としています。 

  ※震度６度弱以上の地震や津波の恐れがある場合は「浜脇中学校」へ避難します。 

 

第一避難場所：浜脇中学校（西宮市宮前町 3-5） 

第二避難場所：浜脇小学校（西宮市浜脇町 5-48） 

 

 ・「不審者侵入」については、県警ホットラインを設置しています。危険を感じ 

た時はホットラインを押すことで、直接県警と連絡がとれます。 

 ・園内に AED（自動体外式除細動器）を設置しています。 

 

避難誘導経路 

及び消防設備配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階 
2 階 
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※ 上記を基本としますが、状況に応じて適宜判断いたします。 

 

〇安全対策について 

  保育園では「安全計画」（別紙）により、①施設や設備等の安全点検 ②園外

活動を含む保育園での活動や取り組みに対する安全確保のための指導 ③職員

への各種訓練や研修等について年間計画を定め、児童の安全に関する取り組みを

進めてまいります。 

 

○防犯対策について 

 ・正門は監視モニター付きのオートロック電子錠にて施錠しています。また園内

には録画式防犯カメラを設置し、24時間体制で園内の環境を見守っています。 

 ・保育中は門扉を施錠して来園者のチェックを行っています。 

 

（１８）相談・要望・苦情窓口 

 

相談・苦情受付担当者  主任  難波 美穂 078-951-1152 

相談・苦情解決責任者  施設長 飯田 允子 078-951-1152 

第三者委員 

松田 智佐子 
090-9712-1023 

地域委員 

辻本 悠丞 
078-953-2157 

地域委員 

 

3 階 

…消火器 

…避難経路 
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【要望・苦情等への対応方法】 

苦情解決の方法を明確にしています。 

SNS 等での苦情投稿や個人が特定できる内容の誹謗中傷はおやめください。 

要望・苦情解決の窓口を設置し、責任者・担当者を任命する。 

第三者委員を任命する。 

 

 

（１９）虐待防止のための措置 

「児童虐待の防止等に関する法律」及び「児童福祉法」が改正され、児童虐待

の防止について、保育所は児童福祉施設として重要な役割を担っています。子

どものしつけに際して、身体的苦痛（叩く、蹴る、物を投げつける等は体罰と

みなされ虐待にあたります。また、暴言、配偶者間の争いを見せる等、子ども

の心理面に悪影響を与えることも「虐待」とみなされます。 

  その他にも、下記の表に規定されているものは「虐待」となり、当てはまる

ようなことがあれば、保育園は法律に基づき市に報告する義務があります。 

 

  【定義と種別】（児童虐待の防止等に関する法律で規定） 

 

身体的虐待 

殴る、蹴る、叩く、つねる、投げ落とす、物を投げつける、激

しく揺さぶる、火傷を負わせる、溺れさせる、鼻と口をふさ

ぐ、しつけと称する体罰   等  

※程度や強さによらず、その行為自体が「虐待」に当たる。               

性的虐待 
子どもへの性的行為、性器や性的行為を見せる、子どもへの過

度なスキンシップ  等 

 

 

ネグレクト 

家（部屋）閉じ込める、食事を与えない（頻繁な欠食）、ひど

く不潔、不適切な衣服、自動車（自転車）に放置する、子ども

を残して外出する、保育園に理由なく行かせない、治癒や処置

が必要だが受診させない、子どもの安全への配慮を怠る（ケガ

が絶えない）  等 

心理的虐待 
著しい暴言や言葉による脅し、拒絶的な対応、きょうだい間で

の著しい差、子どもの面前で行われる DV（暴言暴力）  等 

・その他、虐待であるかどうかに関わらず、子どもに心配なケガやあざがあった

場合には、保育園として法律に基づいて市に通告する必要があります（虐待か

どうかを判断するのは保育園ではありません）。  

  市に通告することにより、子どもと保護者を支援するために関係機関で連携

を図ることができ、その家族をサポートする体制を整えます。保育園は子ども

を大切に思う保護者と同じ思いで対応を行います。 
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・当保育園は、子どもの人権擁護、児童虐待の防止を啓発・普及するための研修

等を、職員に対し実施しています。 

 

（２０）利用者に対しての保険の加入状況 

以下の保険に加入しています。 

保険の種類 災害共済給付 

保険の内容 傷害保険 

保険会社 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

保険の種類 損害賠償保険 

保険の内容 社会福祉施設賠償責任保険 

保険会社 AIG 保険会社 

 

（２１）個人情報の取り扱い 

保育園で知り得た情報は守秘義務が課せられるため、他の方にお知らせするこ

とはありません。園児の登降園記録や連絡帳、お知らせ配信、保育に関しては保

育ドキュメンテーション、写真販売、保育の記録と計画、園児台帳等の管理のた

め、インターネット上のシステム「コドモン」を使用します。利用者等の個人情

報に関しては安全管理のために必要かつ適切な対策や措置を講じるとともに、関

係法令に基づき適切に取り扱います。 

 

（２２）関係機関との連携 

子どもの成長や発達等に対して適切な保育園所や子育て支援のために保育園及

び市が、医療機関、療育機関、乳幼児健康診査等に関する保健福祉センター等の

関係機関との情報共有及び連携を行いますのでご了承ください。 

 

（２３）他園や小学校との連携について 

他園へ転園する際は、円滑な保育の実施のため転園元から転園先へ児童の育ち

等に関する記録について情報提供することがあります。 

また、就学に際しては子どもの育ちを支えるための資料（保育所児童保育要録）

を保育園から就学先の小学校へ送付します。 

 

（２４）写真・ビデオの取り扱いについて 

保育園では個人情報の観点から、写真やビデオの取り扱いについて日頃から十

分に注意をしています。保護者様におかれましても行事での写真やビデオ撮影や

取り扱いについてご理解とご協力をお願いします。 

保育参加、参観については、お子様の保育園での様子を知っていただくと共 
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に、保護者の方々にお子様と一緒に遊んでいただきたいという願いから、写真・

ビデオについてはご遠慮いただいております。 

保護者の皆様におかれましては、保育園で購入した写真やビデオ等はご家庭で

鑑賞される以外のご利用は避けていただきますようお願いします。 

個人情報保護法により、撮影された写真やビデオに写っている他のご家庭の個

人的な情報を許可なく第三者に提供することは禁じられています。撮影したもの

を不特定多数の方が閲覧できる状態でインターネット上にアップロードすること

はおやめください。 

 

（２５）その他保護者に説明すべき事項 

・本園では登降園システムコドモンを導入しています。園からの連絡、また園へ

の連絡はコドモンアプリで行いますので必要なアプリのダウンロードをお願いし

ます。 

・０、1、2 歳児はおむつの定額サービスを利用します。（１か月２５０８円） 

 パンフレットに沿って加入の申し込みをお願いします。 

・０、１歳児は、エプロンの定額サービスを利用します。（1 か月 877 円） 

パンフレットに沿って加入の申し込みをお願いします。 

・使用済みのオムツは衛生面に配慮し、園で廃棄します。 

廃棄料金は園で負担します。 

 

 

私は本書面に基づいて事業者から重要事項及び入園のしおりの説明を受け、内容

に同意しました。 

令和  年   月  日 

 

説明を受けた保護者 : 

 

住所 : 

 

氏名 :  

      印 

児童との続柄 : 

 

児童氏名 : 
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感染症（インフルエンザ等）回復後の登園について 

（登所可能証明書・登所届 提出のお願い） 

 

  保護者の皆様におかれましては、日頃より園運営にご理解ご協力いただき、厚く御礼申

し上げます。 

  このたび、西宮市内の保育施設では、インフルエンザなど、罹患すると、時として重症

化することのある感染症（表１）については、再登園する際「医師が記入した登所可能証

明書」を提出していただくことになりました。 

 また、表１の感染症より重症化する確率は低くなりますが、注意を要する感染症（表２）

については「医師の診断を受け、保護者の方が記入する登所届」を提出いただくこととなり

ました。 

  様式については、添付の用紙を利用して、記入をお願いする医療機関受診の際は、必ず

ご持参いただきますようお願いいたします。なお、西宮市のホームページにも様式を掲載

しております。ご活用ください。 

  保育園では、子ども達が集団で長時間、生活を共にしています。感染症の集団発生や流

行をできるだけ防ぎ、一人一人の子どもが快適に安心して過ごせるよう、上記についてご

協力いただきますよう、お願いいたします。 

 

表１ 医師記入の登所可能証明書を求める感染症 

 

 

 

 

表２ 医師の診断を受け、保護者記入の登所届を求める感染症 

 

 

 

 

 

 

 

麻しん(はしか)・インフルエンザ・風しん・水痘(水ぼうそう)・流行性耳下腺炎

(おたふくかぜ)・結核・咽頭結膜熱(プール熱)・流行性角結膜炎・百日咳・腸管

出血性大腸菌感染症(O-157,O-26,O-111等)・急性出血性結膜炎・髄膜炎菌性髄膜

炎 

溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・手足口病・伝染性紅斑(リンゴ病)・ウイルス

性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等)・ヘルパンギーナ・RSウイルス感染症・

帯状疱疹・突発性発疹 
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別紙１ 
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別紙2 登園の目安はこちらを参照してください。 

感染症名 感染しやすい期間 登園の目安 

麻しん(はしか) 発症１日前から発疹出現後の

４日後まで 

解熱後３日経過してから 

インフルエンザ 症状が有る期間(発症前 24

時間から発病後 3日程度ま

でが最も感染力が強い) 

発症した後５日を経過し、かつ解熱した後 2日を

経過するまで(乳幼児は、３日を経過するまで) 

風しん 発疹出現の前 7日から後 7

日間くらい 

発疹が消失してから 

水痘(水ぼうそう) 発疹出現 1～2日前から痂皮

形成まで 

すべての発疹が痂皮化してから 

流行性耳下腺炎 

(おたふくかぜ) 

発症 3日前から耳下腺腫脹

後 4日 

耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから 5

日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるま

で 

結核   医師により感染の恐れがないと認めるまで 

咽頭結膜熱 

(プール熱) 

発熱、充血等症状が出現した

数日間 

主な症状が消え 2日経過してから 

流行性角結膜炎 充血、目やに等症状が出現し

た数日間 

感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失し

てから 

百日咳 抗菌薬を服用しない場合、咳

出現後 3週間を経過するまで 

特有の咳が消失するまで又は 5日間の適正な抗

菌性物質製剤による治療を終了するまで 

腸管出血性 

大腸菌感染症

(0157.026.0111等) 

  症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、

48時間をあけて連続２回の検便によって、いずれ

も菌陰性が確認されたもの 

急性出血性結膜炎 ウイルスが呼吸器から 1～2

週間、便から数週間～数ヶ月

排出される 

医師により感染の恐れがないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎   医師により感染の恐れがないと認めるまで 

新型コロナウィルス 発症の２日前から発症後７～

10 日間程度 

発症後５日間を経過し、かつ症状軽快から１日を

経過した場合に６日目から登所を可能とします。 

ただし 10日間が経過するまでは感染リスクが残

存することから引き続き感染予防を徹底する。 

 


